
平成２２年度 特定侵害訴訟代理業務に関する 

能力担保研修の運営について 

 

                        平成２１年１１月２７日  

日本弁理士会 研修課  

 

下記日程より、業務委託に関する説明会を開催しますので、下記の担当者に

事前にご連絡のうえ、ご参加ください。入札は説明会に参加された企業・団体

様に限らせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

記 
【説明会日程】 
日 時  平成２１年１２月 １日（火） １０時３０分～１１時 
会 場  弁理士会館 Ｂ１－ＡＢ会議室 

       東京都千代田区霞が関３－４－２ 

担当者  研修課 増川、吉瀬  TEL 03-3519-2360 

 

【委託内容】 

この研修は、弁理士法第１５条の２に基づき、日本弁理士会が経済産業大臣

の承認を受けて行う研修です。東京（６クラス）及び大阪（４クラス）の２会

場、１０クラス、受講者２３０名で実施する研修の運営業務を委託します。 

なお、日程、会場、受講者数等、変更になる可能性がありますので、あらか

じめご承知おきください。 

 

１．講義日程・会場（予定） 

[東 京] 

日程：平成２２年 ５月 ８日（土）～ ８月２８日（土） 

会場：弁理士会館 ３階会議室 

東京都千代田区霞が関３－４－２  

※裁判所判事による講義（１日）のみ、全クラス合同で実施する。日程、会

場は未定。 

 

[大 阪] 

日程：平成２２年 ５月１５日（土）～ ８月２９日（日） 

会場：未定 

大阪府大阪市… 

※裁判所判事による講義（１日）のみ、全クラス合同で実施する。日程、会

場は未定。 
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２．開講式及び修了式の日程・会場（予定） 

[東 京] 

開講式：平成２２年 ５月 ７日（金）午後６時～７時 

会場は未定 

修了式：平成２２年 ９月 ９日（木）午後６時～８時 

会場は未定 

 

[大 阪] 

開講式：平成２２年 ５月１４日（金）午後６時～７時 

会場は未定 

修了式：平成２２年 ９月１０日（木）午後６時～８時 

会場は未定 

 

３．研修規模（予定） 

東 京 （２５名／クラス）× ６クラス＝１５０名 

大 阪 （２０名／クラス）× ４クラス＝ ８０名 

計            １０クラス ２３０名 

 

４．業務内容 

(1)事前対応（１月～４月） 

①受講料（200,000 円）の徴収及び管理 
受講料の振込先として郵便局に口座開設する（必要に応じて）。 

②各種研修生名簿、出欠表、自宅起案・宿題（６件）提出チェック表、受講

管理表の作成 

③宿題１件の受付、管理及び講師への発送 
・事前に課題設定された宿題の提出者の管理。 
担当講師（１８名）あてに、提出された宿題を送付する。 
（１つの宿題あたり８ページと想定してお見積ください） 

 

(2)研修の運営（５月～８月） 

①出欠確認･･･受付で受講証を確認し、出席簿にチェックする。 

２コマ目以降は、研修生名簿（控え）でチェックする。 

②遅刻（１５分以上は欠席扱い）、早退、中座のチェック。 

③自宅起案４件＋宿題１件の回収。提出者をチェックして、担当講師へ発送

する。 

④追加資料のコピー、配布。 

⑤開講式の運営･･･受付、誘導等。 

⑥修了式（懇親会を含む）の運営･･･受付、誘導、修了証明書の頒布等。 
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(3)受講管理 

・コマ毎に出欠をチェックし、受講管理表に記録する。 

また、適宜、補講者、事後の起案提出者等の情報を記録する。 

 ・受講管理表は、適宜当会に報告（送付）のこと。 

  

(4)講師への事前確認 

・講師に講義当日の配布資料、機材の使用及び昼食の有無等について確認す

る。 

・講師（本人でなく事務所員でよい）に前日（日曜の場合は金曜）に日時、

会場等を連絡する。 

 

(5)講師接遇 

・控室、会場への案内 

・お茶だし、喫茶の手配（弁理士会館で開催する場合はペットボトルで対応） 

・必要に応じて昼食の手配（土、日曜日） 

 

(6)会場設営 

（東京会場） 

弁理士会館 

・パーテーションの開閉、机、イスの配置 

 ・講義終了後、基本レイアウトへの復元 

・会場設営 

平日：講義開始１時間前に設営 

土曜：前日の午後５時から会場設営を行う。１時間程度 

  

（大阪会場） 

未定 

・事前の設営は不要。 

  

（共通） 

・機材の設置 

マイク、ビデオプロジェクター、スクリーン、パソコン等 

・弁理士会事務室内の管理 

・施設の解錠・消灯施錠、冷暖房の閉止、鍵の管理 

   

(7)研修の運営、連絡（資料発送）等の各業務終了後、研修課長への報告 

 

(8)修了証明書の作成及び封入 

・修了証明書は各受講生に原本と写しを用意し、修了式で交付する。 

・原本の台紙は当会から支給する（Ａ４・２３０枚）。 
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・修了証明書の原本はケース（当会から支給）に封入し、写しは特定侵害訴

訟代理業務試験受験願書（当会から支給）に挟み込む。 

  

(9)その他関連事務 

・資料作成、追加業務への対応 

・クラス委員長（研修生）と当会事務局の連絡に関する対応。 

・外部会場からの資料等の返送 

・緊急時の対応 

 

５．受付等対応 

 ・希望人員：各会場とも常時２名（基本的に同じ人が担当し、うち現場責任

者１名は社員とする） 
・実働時間：講義時間＋準備１時間＋片付け３０分間 

ただし、東京会場の開講式及び修了式・懇親会においては、３名の対応を

希望。 

また、裁判所講義（３コマ）の時間は例年、平日の午後３時から８時に開

催している（変更の可能性あり）。 

・東京会場の設営は、各日２～４名程度 

 

【見積期限．注意点】 

６．見積金額について 

 ・送料（郵便代、宅配便）、コピー用紙代など、実費のものは含めない。 

 

７．添付資料について 

・担当・連絡体制表 

・過去３年間の研修事業の運営実績（規模、期間を明記） 

・過去に当会からの業務を受託した実績がない企業・団体様は、パンフレッ

ト等の企業・団体案内を添付してください。 

 

８．入札期限 

平成２１年１２月４日（金）午前１１時（必着） 

 

 
【担当者】吉瀬･増川  TEL:03-3519-2360   FAX:03-3581-1205 

以 上 
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